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2．リハの疾患別体系の見直し

理学療法，作業療法及び言語聴覚療法を再編し，新

たに 4つの疾患別リハ料が新設された（表 1）．疾患

の特性に応じた標準的な治療期間を踏まえ，疾患群ご

とに算定日数に上限が設定された．算定日数上限の期

間内に必要なリハを提供できるよう，1カ月に一定単

位数以上行った場合の点数の逓減が廃止された．一

方，早期リハ加算・外来移行加算も廃止された．表 3

には疾患群に入れられる具体的な疾患名や障害の状況

を示す．

表 4にはそれぞれの施設基準を示す．脳血管疾患

等リハ料（Ⅰ）施設のうち，理学療法士，作業療法士

及び言語聴覚士が常勤で従事しており，理学療法，作

業療法及び言語聴覚療法のいずれも適切に実施できる

体制を整えている施設を総合リハ施設と呼称すること

ができる．

疾患別リハの施設基準の専従である従事者の配置要

件において，回復期リハ病棟の専従の常勤職員とは兼

任できないが，心大血管疾患リハを除く疾患別リハ，

障害児（者）リハに限り兼任できる．

運動器リハ料（Ⅰ）においては，適切な運動器リハ

に係る研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等が，

専従の常勤者の場合，理学療法士が勤務しているとみ

なし当該あん摩マッサージ指圧師等が実施した場合は

（Ⅱ）の点数（80点）を算定する．また，脳血管疾患

等リハ料（Ⅱ）及び運動器リハ料（Ⅱ）で運動療法機

表 1　新たな疾患別リハ料

算定日数
上限

リハ料
（II）

リハ料
（I）

対象疾患

150日100点250点

急性心筋梗塞，狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患
またはその手術後の患者．
慢性心不全，末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患
により，一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力
の低下を来している患者．

心大血管疾患リハ

180日100点250点

脳梗塞，脳出血，くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患
またはその手術後の患者．
脳腫瘍，脳膿瘍，脊髄損傷，脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢
神経疾患またはその手術後の患者．
多発性神経炎，多発性硬化症，末梢神経炎障害その他の神経疾患
の患者．
パーキンソン病，脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の
患者．
失語症，失認症及び失行症，高次脳機能障害を有する患者．
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する
患者．
顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者．
外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他
のリハを要する状態の患者であって，一定程度以上の基本動作
能力，応用動作能力，言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低
下を来している患者．

脳血管疾患等リハ

150日80点180点

上・下肢の複合損傷，脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症
した運動器疾患またはその手術後の患者．
関節の変性疾患，関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患
により，一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低
下を来している患者．

運動器リハ

90日80点180点

肺炎，無気肺，その他の急性発症した呼吸器疾患の患者．
肺腫瘍，胸部外傷その他の呼吸器疾患またはその手術後の患者．
慢性閉塞性肺疾患（COPD），気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾
患により，一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低
下を来している患者．

呼吸器リハ

表 2　�日�単位算定可能な患者

・回復期リハ病棟入院料を算定する患者
・脳血管疾患等の患者で発症後��日以内の患者
・���加算を算定する患者


